
目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
解
除
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
一

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
・
特
定
養
殖
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
複
写
式
専
用
紙
等
の
印
字
・
作
成
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
税

務

課
）
…
二

○
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
四

雑

報

○
青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
市
町
村
課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
稲
生
字
稲
生
二
九
の
四
二
、
二
九
の
五
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
平
内
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

二
の
表
白
糠
区
域
及
び
小
田
野
沢
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

白
糠
区
域
及
び
小
田
野
沢
区
域

白
糠
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

及
び
小
田
野
沢
漁
業
協
同
組

合
の
地
区

う
ち
甲
の
地
区

白
糠
漁
業
協
同
組
合
の
地

区う
ち
乙
の
地
区

小
田
野
沢
漁
業
協
同
組
合

の
地
区

１

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
い
か
つ
り
漁
業
と
こ
う
な
ご
棒

受
網
漁
業
を
併
せ
営
む
漁
業
で
あ
っ
て
甲
の
地
区
の
者

が
行
う
漁
業

２

総
ト
ン
数
四
ト
ン
以
上
五
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
い
か
つ
り
漁
業
と
こ
う
な
ご
棒

受
網
漁
業
を
併
せ
営
む
漁
業
で
あ
っ
て
甲
の
地
区
の
者

が
行
う
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業
で

あ
っ
て
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

４

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業
で

あ
っ
て
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

５

小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う

漁
業

６

小
型
定
置
漁
業
及
び
内
水
面
以
外
の
水
面
に
お
い
て

底
建
網
を
水
中
に
定
置
し
て
営
む
漁
業
（
以
下
「
底
建

青
森
県
報
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網
漁
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
下
岡
崎
四
八
の
一

佐
藤

一
文

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
岡
崎
三
四
〇
の
七

嶋
元

吉
央

深
浦
区
域

深
浦
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
の

う
ち
、
大
字
深

浦
、
大
字
追
良

瀬
、
大
字
広
戸

及
び
大
字
横
磯

の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
一
本
釣
漁
業
及

び
総
ト
ン
数
十
ト

ン
未
満
の
漁
船
に

よ
り
行
う
漁
業
と

小
型
定
置
漁
業
を

併
せ
営
む
漁
業

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

元
宇
鉄
五
四

木
村

宇
一
郎

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

四
枚
橋
六
四
の
一

木
戸

順
逸

三
厩
区
域

三
厩
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

小
型
合
併
漁
業
の

う
ち
、
総
ト
ン
数

十
ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う
漁

業
で
あ
っ
て
、
主

と
し
て
一
本
釣
漁

業
及
び
主
と
し
て

は
え
な
わ
漁
業

公

告

複
写
式
専
用
紙
等
の
印
字
・
作
成
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

業
務
名

複
写
式
専
用
紙
等
の
印
字
・
作
成
業
務

２

業
務
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

業
務
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

複
写
式
専
用
紙
等
の
種
類
及
び
予
定
数
量

㈠

軽
油
引
取
税
納
入
申
告
書
（
第
十
六
号
の
十
様
式
）
デ
ー
タ
印
字

三
十
枚

㈡

軽
油
の
納
入
数
量
明
細
書
（
第
十
六
号
の
十
様
式
別
表
）
デ
ー
タ
印
字

三
十
枚

㈢

軽
油
の
受
払
い
等
の
数
量
報
告
書
（
第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
）
デ
ー
タ
印
字

三
十
枚

㈣

引
取
数
量
（
受
払
い
等
の
数
量
）
引
渡
し
を
行
っ
た
者
別
・
都
道
府
県
別
明
細
書
（
第
十

六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
一
）
デ
ー
タ
印
字

三
十
枚

㈤

引
取
数
量
（
現
実
の
受
払
い
等
の
数
量
）
納
入
を
行
っ
た
者
別
・
都
道
府
県
別
明
細
書

（
第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
二
）
デ
ー
タ
印
字

三
十
枚
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㈥

引
渡
数
量
（
受
払
い
等
の
数
量
）
引
取
り
を
行
っ
た
者
別
・
道
府
県
別
明
細
書
（
第
十
六

号
の
四
十
一
様
式
別
表
五
）
デ
ー
タ
印
字

三
十
枚

㈦

引
渡
数
量
（
現
実
の
受
払
い
等
の
数
量
）
納
入
を
受
け
た
者
別
・
道
府
県
別
明
細
書
（
第

十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
六
）
デ
ー
タ
印
字

三
十
枚

㈧

消
費
数
量
明
細
書
（
第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
七
）
デ
ー
タ
印
字

三
十
枚

㈨

在
庫
数
量
（
現
実
の
受
払
い
等
の
数
量
）
明
細
書
（
第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
十
）

デ
ー
タ
印
字

三
十
枚

㈩

納
付
書
（
税
目
共
通
）
専
用
紙
作
成

七
千
三
百
枚

納
付
書
（
税
目
共
通
）
デ
ー
タ
印
字

二
千
三
百
枚

十一

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
申
告
書
・
納
付
書
（
第
六
号
様
式
）
専

用
紙
作
成

三
千
五
百
枚

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
申
告
書
・
納
付
書
（
第
六
号
様
式
）
デ

ー
タ
印
字

二
千
三
百
八
十
枚

十二

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
予
定
申
告
書
・
納
付
書
（
第
六
号
の
三

様
式
）
専
用
紙
作
成

千
枚

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
予
定
申
告
書
・
納
付
書
（
第
六
号
の
三

様
式
）
デ
ー
タ
印
字

三
百
十
枚

十三

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
納
付
書
専
用
紙
作
成

一
万
五
千
枚

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
納
付
書
デ
ー
タ
印
字

七
千
百
十
枚

十四

免
税
証
専
用
紙
作
成

十
万
枚

免
税
証
デ
ー
タ
印
字

五
万
枚

５

納
入
場
所

㈠

青
森
市
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇

青
森
県
庁
舎
北
棟
一
階

青
森
県
中
央
県
税
事
務
所

㈡

弘
前
市
大
字
蔵
主
町
四

弘
前
合
同
庁
舎
二
階

青
森
県
中
南
県
税
事
務
所

㈢

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
鴨
田
七

八
戸
合
同
庁
舎
一
階

青
森
県
三
八
県
税
事
務
所

㈣

五
所
川
原
市
字
栄
町
一
〇

五
所
川
原
合
同
庁
舎
一
階

青
森
県
西
北
県
税
事
務
所

㈤

十
和
田
市
西
十
二
番
町
二
〇
の
一
二

十
和
田
合
同
庁
舎
一
階

青
森
県
上
北
県
税
事
務
所

㈥

む
つ
市
中
央
一
丁
目
一
の
八

む
つ
合
同
庁
舎
一
階

青
森
県
下
北
県
税
事
務
所

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
又

は
令
和
八
年
二
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
六
十
五
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一

の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
、
物
品
の
製
造
の
請
負
に
係
る
契
約
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
ム
印
刷

の
営
業
品
目
を
登
録
し
、
か
つ
、
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

青
森
県
内
に
本
店
又
は
支
社
、
支
店
若
し
く
は
営
業
所
等
を
有
し
、
か
つ
本
契
約
に
相
応
の

印
刷
設
備
を
青
森
県
内
に
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４

入
札
日
に
お
い
て
、
知
事
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
財
務
部
税
務
課
税
務
電
算
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
〇
六
七

四

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇

青
森
県
庁
舎
北
棟
二
二
二
会
議
室

２

日
時

令
和
八
年
七
月
九
日

午
後
一
時
三
十
分

五

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

単
価
契
約
に
つ
き
不
徴
収

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
後
七
日
以
内

八

落
札
者
の
決
定
方
法

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
デ
ー
タ
印
字
一
件
ご
と
の
金
額
及
び
専
用
紙
一
枚
ご
と
の
金
額
に
そ
れ

ぞ
れ
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
が
、
デ
ー
タ
印
字
一
件
ご
と
の
予
定
価
格
及
び

専
用
紙
一
枚
ご
と
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
金
額
に
予
定
数
量
を
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そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
が
最
低
で
あ
る
者
を
落
札
者
に
決
定
す
る
。

九

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
提
出
方
法
等

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

４

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
者
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金

額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
入
札
書
記
載
金
額

は
、
デ
ー
タ
印
字
一
件
ご
と
の
金
額
及
び
専
用
紙
一
枚
ご
と
の
金
額
と
す
る
。

種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
八
年
度
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
林
業
種
苗
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
五
年
政
令
第
百
九
十
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

開
催
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

場

所

年

月

日

開
催
時
間

所

在

地

会

場

令
和
八
年
七
月
二

十
四
日
（
金
）

午
前
九
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
二
十
五
分
ま

で

十
和
田
市
西
十
二
番
町

二
〇
の
一
二

十
和
田
市
大
字
相
坂
字

高
清
水
三
八
七

十
和
田
合
同
庁
舎
二
階
Ａ

会
議
室
（
座
学
）

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森

県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
林

業
研
究
所
十
和
田
ほ
場

（
実
地
）

二

講
習
科
目

１

種
苗
に
関
す
る
法
令

２

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項

３

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
生
産
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
又
は
生
産
事
業
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
会
開
催
の
十
日
前
ま
で
に
、
受
講
申
込
書
（
申
込
用
紙

は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
農
林
水
産
事
務
所
に
備
付
け
し
て
い
る
）
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、

受
講
手
数
料
と
し
て
一
万
四
千
円
相
当
額
の
青
森
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
に
添
え
て
青
森
県

農
林
水
産
部
林
政
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
全
て
の
講
習
科
目
を
受
講
し
た
者
に
限
り
交
付
す
る
。

六

そ
の
他

受
講
に
関
し
て
不
明
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
森
林
整
備
グ
ル
ー
プ

（
電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
一
三
番
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

雑

報

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
同
法
施
行
規
程
第
六
十
七
条
の
二
並
び
に

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告

す
る
。令

和
八
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

野

﨑

尚

文
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